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特定非営利活動法人

アジア太平洋遺伝子細胞治療コンソーシアム

Asia Pacific Consortium of Gene and Cell Therapy

法人会員

入 会 御 依 頼 書
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法人会員 入会のご依頼について

謹 啓

新緑の候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて今般、私どもは経済発展を遂げているアジア太平洋地域において、遺伝子治療・細

胞治療等の分野における一層の進展を図るため、本コンソーシアム（特定非営利活動法人）

を設立いたしました。これまで日本遺伝子細胞治療学会（平成 27年度に日本遺伝治療学会

より名称変更）は、アジア諸国の研究者を招いて当該学会においてアジアセッションを毎

年開催しており、本コンソーシアム設立の基盤はすでに出来上がっておりました。平成 27

年度第 21回年次学術集会において、本コンソーシアムの設立構想について日本遺伝子細胞

治療学会理事長より提案があり、本年東京都よりその認証を受けて、本格的に始動するこ

とになりました。

当該分野は過去 20年以上にわたって、多くの研究者・臨床家が遺伝性疾患や難治性腫瘍

の治療法開発を目指して努力をしており、その一部は医薬品として市販されるに到ってお

ります。しかし、当該分野の進展は必ずしも広く一般の方々にも知られているとはいえず、

また対象の多くは稀少疾患であることもあって、製薬企業の方々の参画も難しいことがあ

りました。ところが、最近の当該分野の技術的進展は、標的疾患の治療可能性を拡げ、遺

伝子細胞治療薬開発への期待は大きくなってきております。そこで、私どもは若い市場を

有するアジア太平洋地域の研究者、企業の方々が参集し、基礎研究の発展をその成果を臨

床現場に応用し、広く患者さんの期待に沿う医薬品、治療法の開発に関して、共同歩調を

取る場の提供を提案したいと思います。本コンソーシアムは単なる研究の情報交換の場に

留まらず、現在進行している臨床研究等に関して、患者さんやそのご家族にも容易にアク

セスできる情報を提供し、新しい医学・医療の発展に寄与していきたいと考えております。

そこで、当該分野のいろいろな方の参画を呼びかけ、柔らかい姿勢でヒトに優しい治療法

の実現に向けてご協力をお願いしたく思っております。また、とりわけ重要なのが若い人

材の育成です。アジア市場は進展しており、日本は若手研究者の教育に重点をおき、この

進捗を取り込むことによって、将来への基盤を形成する必要があります。

本コンソーシアムは設立にあたり、別紙のように日本遺伝子細胞治療学会の方々やベン

チャー企業の方にご協力を戴いております。また韓国からChae-Ok Yun教授、中国からHuang 

Wenlin（黄文林）教授に参加戴いており、豪州では Paul Gregorevic 教授にもご協力を戴

いております。そのほかにも、これまで培ったアジア太平洋地域の先生方を中心に広くネ

ットワークを広げていくつもりです。本コンソーシアムは特定非営利活動法人であります
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が、なにぶんにもスタートしたばかりであり、資金面でも何かと不足しておる状況です。

もちろん理事等本法人関係者は無償で本活動に貢献いたしますが、活動の幅を広げていく

上においても、ご支援を賜りたく存じます。貴社におかれましては出費多端の折かとは存

じますが、今後の遺伝子細胞治療の発展に是非ともご理解ご支援賜りたく、本法人会員へ

のご入会をご検討の上、ご高配のほど何卒よろしく御願い申し上げます。

末筆にあたり、御社の益々のご繁栄を祈念致します。

敬 白

平成 28年６月吉日

アジア太平洋遺伝子細胞治療コンソーシアム

理事長 高橋雅夫

理事一同（50音順）

青木一教（国立がん研究センター）

浅井克仁（(株)遺伝子治療研究所）

金田安史（大阪大学）

公文裕巳（岡山大学、新見公立大学）

田川雅敏（千葉県がんセンター）

玉井克人（大阪大学）

Chae-Ok Yun （韓国 漢陽大学）

黄 文林（中国 中山大学）

原 宗 （(株) 原ビルディング）
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アジア太平洋遺伝子細胞治療コンソーシアム 概要

１．組織

理事長

髙橋雅夫（株式会社ハイマート 代表取締役社長）

理事（50 音順）

青木一教（国立がん研究センター研究所 分子細胞治療研究分野 分野長）

浅井克仁（株式会社遺伝子治療研究所 代表取締役社長）

金田安史（大阪大学大学院医学系研究科 ゲノム生物学講座 遺伝子治療学分野 教授、

日本遺伝子細胞治療学会 理事長）

公文裕巳（新見公立大学・短期大学 理事長・学長、岡山大学ナノバイオ標的医療イノ

ベーションセンター長、岡山大学名誉教授）

田川雅敏（千葉県がんセンター がん治療開発グループ 部長、千葉大学大学院医学研

究院 分子腫瘍生物学 客員教授、副理事長）

玉井克人（大阪大学大学院医学系研究科 再生誘導寄附講座 教授）

Chae-Ok Yun（Professor, Department of Bioengineering, College of Engineering, Hanyang 
University, Korea）

黄文林（中山大学肿瘤防治中心教授、中山大学肿瘤医院肿瘤外科、主任医师、教授、中

国）

原宗（原ビルディング株式会社顧問、社団法人東京ビルヂング協会特別会員）

監事

渡邊寛治（株式会社アオテアロア 総務部長）

２．設立趣意書と定款

別添

３．平成２８および２９年度事業計画書

別添

４．平成２８および２９年度活動予算書

別添

５．ホームページ

http://www.apcgct.org/
６．東京都の認証

別添
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特定非営利活動法人アジア太平洋遺伝子細胞治療コンソーシアム

法人会員申込書

申込日   年  月  日

特定非営利活動法人アジア太平洋遺伝子細胞治療コンソーシアムの法人賛助会員にお申込

いたします。

企業・施設名 ：              

代表者名 ：              

住所 ：〒       

                              

                              

TEL ：               FAX             

ご希望 URL ：http://                          

ご担当者 部署名                

ご担当者 お名前                

(ふりがな)                

電子 mail:                     

法人会費（年額）：100,000 円（一口）

会計年度：自・各年 4月 1日〜至・翌年 3月 31 日迄。

＊但し、入会月により次年度のご請求はご入会月から起算して、入会月を含む 12ヶ月後よ

り適用されます。

※ 法人賛助会員のお申込みは、本申込書に必要事項をご記入の上、下記事務局宛に FAX か

電子メールをお送りください。事務局にてお申し込み確認後、折り返しご連絡させていた

だきます。

※ 法人会員名は本コンソーシアムのホームページ・トップページ上にバナーとリンクを掲

載させて戴きます。なお、複数口申し込まれた場合は、ご希望のよいホームページ上のバ

ナーサイズを大きく、あるいは複数掲載させて戴きます。臨床研究・臨床試験等の記事な

どを歓迎いたしますし、販売促進に繋がるようなものでも、患者さまの QOL の向上に繋が

れば、掲載いたします。

事務局

〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目２１番３号ハイマートビル

電話： 03-5255-3188
FAX： 03-5255-3188
電子メール：info@apcgct.org







特定非営利活動法人

アジア太平洋遺伝子細胞治療コンソーシアム

Asia Pacific Consortium of Gene and Cell Therapy

定 款

第１章 総  則
( 名  称 )

第１条 この法人は、特定非営利活動法人アジア太平洋遺伝子細胞治療コンソーシアム

といい、英語名を Asia Pacific Consortium of Gene and Cell Therapy という。

( 事務所 )

第２条 この法人は、事務所を東京都中央区日本橋一丁目２１番３号ハイマートビル

   に置く。

( 目  的 )

第３条 この法人は、アジア・オセアニア地域における遺伝子細胞治療の発展に資する

学会設立に向けて、同地域の遺伝子細胞治療の学問的進捗を図り、各国との学術

交流を実施し、若い研究者の育成を担い、一般の方々や患者の方への広報活動な

どを通じて、新しい治療分野である遺伝子細胞治療の進展を目的とする。

また、遺伝子細胞治療に関する医薬品の普及を図るため、各国の遺伝子細胞治

療に関連する規制等を考慮し、国際共同臨床研究を円滑に進めるための活動を展

開する。

( 特定非営利活動の種類 )

第４条 この法人は、前条の目的を達成する為、次の種類の特定非営利活動を行う。

   (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

   (2) 社会教育の推進を図る活動

   (3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

   (4) 科学技術の振興を図る活動

   (5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助

の活動

( 事業の種類 )

第５条 この法人は、第３条の目的を達成する為、特定非営利活動に係る事業として

次の事業を行う。



(1)遺伝子細胞治療等の発展に関わる事業

    ① アジア・オセアニア地域を中心とする医学研究者による研究会・国際シン

ポジウムの開催・運営に関する事業

    ② 若い医学研究者等を対象に当該教育に関わる事業

③ 遺伝子細胞治療等の実用化に関わる共同研究の推進と広報・宣伝・コンサ

ルティングに関する事業

    ④ 患者等の方々を対象に遺伝子細胞治療等の情報発信に関わる事業

    ⑤ 欧米地域の当該学会との連携に関わる事業

(2)国際共同臨床研究の進捗に関わる事業

    ① アジア・オセアニア各国の法的規制等に関する研究会・国際シンポジウム

の開催・運営に関する事業

    ② 製薬会社やバイオベンチャー企業との共同治験の推進に関する事業

    ③ 医師主導の臨床研究等の推進に関わる事業

第２章 会 員

（ 種 別 ）

第６条 この法人の会員は、次の２種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法

  （以下「法」という。）上の社員とする。

  （1）正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人

  （2）賛助会員 この法人の目的に賛同して賛助するために入会した個人及び団体

（ 入  会 ）

第７条 会員の入会について、特に条件は定めない。

  ２ 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、

   理事長に申し込むものとする。

  ３ 理事長は、前項の申し込みがあった時、正当な理由がない限り、入会を認

   めなければならない。

  ４ 理事長は、第２項の者の入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書

   面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

( 会 費 )

第８条 会員は理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

( 会員の資格の喪失 )
第９条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

   (1) 退会届の提出をした時。

   (2) 本人が死亡あるいは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅した時。

   (3) 除名された時。

( 退 会 )

第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会するこ

とができる。



( 除 名 )

第 11 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決によりこれを除名する

   ことができる。

(1) この定款に違反した時。

   (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時。

２ 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に

  弁明の機会を与えなければならない。

( 会費の不返還 )

第 12 条 既に納入した会費は、返還しない。

第３章 役 員

( 種別及び定数 )

第 13 条 この法人に、次の役員を置く。

  (1)理事３人以上１２人以内

   (2)監事１人以上２人以内

２ 理事の内１人を理事長、１人以上２人以内を副理事長とする。

( 選任等 )

第 14 条 理事は理事会、監事は総会において選任する。

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

３ 役員の内には、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内

  の親族が１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以

   内の親族が役員の総数の３分の１を超えて含まれる事になってはならない。

４ 法第 20 条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることがで

  きない。

  ５ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

( 職  務 )

第 15 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

  ２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故がある時又は理事長が欠けた

    時は、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。

３ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に

    基づき、この法人の業務を執行する。

  ４ 監事は、次に掲げる職務を行う。

  (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

   (2) この法人の財産の状況を監査すること。

  (3) 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の

     行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した

     場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

   (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。



  (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見

    を述べること。

( 任期等 )

第 16 条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又

    は現任者の任期の残存期間とする。

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その

     職務を行わなければならない。

( 欠員補充 )

第 17 条 理事又は監事の内、その定数の３分の１を超える者が欠けた時は、遅滞なく

   これを補充しなければならない。

( 解  任 )

第 18 条 理事が次の各号の一に該当する場合には理事会の議決により、これを解任す

   ることができる。また監事は総会の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められる時。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった時。

  ２ 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に

  弁明の機会を与えなければならない。

( 報酬等 )

第 19 条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。

  ２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第４章 会  議
( 種  別 )

第 20 条 この法人の会議は、総会及び理事会の２種とする。

２ 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

( 総会の構成 )

第 21 条 総会は、正会員をもって構成する。

( 総会の権能 ）

第 22 条 総会は、以下の事項について議決する。

（1）定款の変更

   （2）解散及び合併

  （3）会員の除名

   （4）事業報告及び決算

   （5）監事の選任又は解任、役員の職務及び報酬

   （6）資産の管理の方法



（7）借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第４

８条においても同じ）、その他新たな義務の負担及び権利の放棄

    （8）解散における残余財産の帰属

    （9）その他運営に関する重要事項

( 総会の開催 )

第 23 条 通常総会は、毎年１回開催する。

  ２ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

  (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をした時。

(2) 正会員総数の５分の１以上から会議の目的を記載した書面により招集の

     請求があった時。

(3) 監事が第 15 条第４項第４号の規定に基づいて招集する時。

( 総会の招集 )

第 24 条 総会は、前条第２項第３号の場合を除いて、理事長が招集する。

  ２ 理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があった時は、

    その日から３０日以内に臨時総会を招集しなければならない。

３ 総会を招集する場合には会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した

    書面により、開催の日の少なくとも１０日前までに通知しなければならない。

( 総会の議長 )

第 25 条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

( 総会の定足数 )

第 26 条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会する事はできない。

( 総会の議決 )

第 27 条 総会における議決事項は、第 24 条第３項の規定によってあらかじめ通知した

   事項とする。但し、出席者総数の２分の１以上の議決により、事前に通知しな

   い事項を議題とすることができる。

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数

  をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

( 総会での表決権等 )

第 28 条 各正会員の表決権は平等なものとする。

  ２ 止むを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知さ

  れた事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決

  を委任することができる。

３ 前項の規定により表決した正会員は、前２条及び次条第１項の規定の適用

  については出席したものとみなす。

  ４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決

  に加わることができない。



（ 総会の議事録 ）

第 29 条 総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  （1）日時及び場所

  （2）正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者がある場合にあっ

     ては、その数を付記すること。）

  （3）審議事項

  （4）議事の経過の概要及び議決の結果

  （5）議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人２名が、記名

    押印又は署名しなければならない。

( 理事会の構成 )

第 30 条 理事会は、理事をもって構成する。

( 理事会の権能 )

第 31 条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

  (1) 総会に付議すべき事項

    (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

  (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

( 理事会の開催 )

第 32 条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

  (1) 理事長が必要と認めた時。

  (2) 理事総数の２分の１以上から理事会の目的である事項を記載した書面に

    より招集の請求があった時。

( 理事会の招集 )

第 33 条 理事会は、理事長が招集する。

  ２ 理事長は、前条第２号の規定による請求があった時は、その日から１４日

  以内に理事会を招集しなければならない。

３ 理事会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した

  書面により、開催の日の少なくとも７日前までに通知しなければならない。

( 理事会の議長 )

第 34 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

( 理事会の議決 )

第 35 条 理事会における議決事項は、第 33条第３項の規定によってあらかじめ通知し

  た事項とする。

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長

  の決するところによる。



( 理事会の表決権等 )

第 36 条 各理事の表決権は、平等なものとする。

  ２ 止むを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知さ

  れた事項について書面をもって表決することができる。

３ 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第１項の適用については、

  理事会に出席したものとみなす。

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決

  に加わることができない。

（ 理事会の議事録 ）

第 37 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら

   ない。

（1）日時及び場所

   （2）理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を

     付記すること。）

  （3）審議事項

  （4）議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人が記

  名押印又は署名しなければならない。

第５章 資  産

( 構  成 )

第 38 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  (1) 設立当初の財産目録に記載された資産

   (2) 会 費

   (3) 寄付金品

  (4) 財産から生じる収益

  (5) 事業に伴う収益

  (6) その他の収益

( 区  分 )

第 39 条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

( 管  理 )

第 40 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事

   長が別に定める。

第６章 会 計

( 会計の原則 )

第 41条 この法人の会計は法第 27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。



( 会計区分 )

第 42 条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

( 事業年度 )

第 43 条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

( 事業計画及び予算 )

第 44 条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が

   作成し、理事会の議決を経なければならない。

( 暫定予算 )

第 45 条 前条の規定にかかわらず、止むを得ない理由により予算が成立しない時は、

   理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収

益費用を講じることができる。

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

( 予算の追加及び更正 )

第 46 条 予算成立後にやむを得ない事由が生じた時は、理事会の議決を経て、既定予

   算の追加又は更正をすることができる。

( 事業報告及び決算 )

第 47 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関す

  る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、

   総会の議決を経なければならない。

２ 決算上剰余金を生じた時は、次事業年度に繰り越すものとする。

( 臨機の措置 )

第 48 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を

し、又は権利の放棄をしようとする時は、総会の議決を経なければならない。

第７章 定款の変更、解散及び合併

( 定款の変更 )

第 49 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の

   ３以上の多数による議決を経、かつ、法第 25 条第３項に規定する事項について

は、所轄庁の認証を得なければならない。

  ２ この法人の定款を変更（前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない

事項を除く。）したときは、所轄庁に届け出なければならない。

（ 解  散 ）             

第 50 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

  （1）総会の決議

   （2）目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能



  （3）正会員の欠亡

  （4）合併

  （5）破産手続き開始の決定

（6）所轄庁による設立の認証の取消し

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散する時は、正会員総数の４分の３

    以上の承諾を得なければならない。

３ 第１項第２号の事由により解散する時は、所轄庁の認定を得なければなら

   ない。

( 残余財産の帰属 )

第 51 条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く)した時に

残存する財産は、法第１１条第３項に掲げるものの内、総会において議決した

者に譲渡するものとする。

( 合  併 )

第 52 条 この法人が合併しようとする時は、総会において正会員総数の４分の３以上

  の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第８章 公告の方法

( 公告の方法 )

第 53 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して

  行う。

第９章 事務局

( 事務局の設置 )

第 54 条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

２ 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

( 職員の任免 )

第 55 条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

( 組織及び運営 )

第 56 条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が

別に定める。

第 10 章 雑  則

( 細 則 )

第 57 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ

  を定める。



附 則

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。

２ この法人の設立当初の役員は、次の通りとする。

理事長   髙橋 雅夫

副理事長  田川 雅敏

理  事  公文 裕巳、金田 安史、玉井 克人、青木 一教、Chae-Ok Yun、原  宗、

浅井 克仁、

監  事   渡邊 寛治

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第１項の規定にかかわらず、この

法人の成立の日から平成 29 年６月 30 日までとする。

４ この法人の設立当初の事業年度は、第 43 条の規定にかかわらず、この法人の成

立の日から平成 29 年３月 31 日までとする。

５ この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第 44 条の規定にかかわらず、設

   立総会の定めるところによる。

６ この法人の設立当初の会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

  年会費 賛助会員（個人）5,000 円 （団体）100,000 円

ただし、正会員の年会費は、０円とする。

当法人の定款に相違ありません。

特定非営利活動法人 アジア太平洋遺伝子細胞治療コンソーシアム

                        理事長 髙橋 雅夫



   平成 28 年度事業計画書

成立日から平成 29年 3月 31 日まで

特定非営利活動法人アジア太平洋遺伝子細胞治療コンソーシアム

１ 事業実施の方針

平成 28年度は日本遺伝子細胞治療学会開催日に合わせて、当該コンソーシアムの

国際シンポジウムを開催し、アジア・オセアニア地域より約 5名の講演者を招待し、

学術発表ならびに研究討論会を実施する。また、同学会に参加する日本を含めたア

ジア・オセアニア地域より大学院生を中心に、優れた研究発表を行うものを事前に

選抜し、当該選抜者の同学会参加費の一部を負担する。上記コンソーシアム開催時

にアジア各国の医薬品規制の法的制度についての講演会を予定している。再生医療

をふくめて広く臨床研究・臨床治験の動向・実施状況について、インターネットを

通じた情報発信、また具体的な臨床開発に関する助言、医療相談について、製薬企

業ならびに患者団体を対象にこれを実施する。

２ 事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業

事業名 事業内容

実施予

定日時

実施予定

場所

従事者

の予定

人数

受益対象者

の範囲及び

予定人数

事業費の

予算額

(千円)

遺伝子

細胞治

療等の

発展に

関わる

事業

アジア・オセアニ

ア地域を中心と

する医学研究者

による研究会・国

際シンポジウム

の開催・運営に関

する事業

平成 28

年 7月

30 日

虎ノ門ヒ

ルズ 5階

3名 日本および

外国の医学

研究者・学

生・合計約

300 名程度

1,900

遺伝子

細胞治

療等の

発展に

関わる

事業

若い医学研究者

等を対象に当該

教育に関わる事

業（上記研究会・

国際シンポジウ

ムに参加する大

学院生等に対し

て参加費用を負

担する。）

平成 28

年 7月

30 日

虎ノ門ヒ

ルズ 5階

1名 日本および

外国の医学

系大学院生

等・合計約

15名程度 75



遺伝子

細胞治

療等の

発展に

関わる

事業

遺伝子細胞治療

等の実用化に関

わる共同研究の

推進と広報・宣

伝・コンサルティ

ングに関する事

業（遺伝子細胞治

療等の実用化を

目指す製薬会社

やバイオベンチ

ャー企業に対し

て、その臨床応用

に関するコンサ

ルティング業務

を行う。また当該

会社の広報事業

の支援活動を行

う。）

随時

実施

法人

事務所

2名

程度

製薬会社や

バイオベン

チャー企

業・年間数社

程度

50

遺伝子

細胞治

療等の

発展に

関わる

事業

患者等の方々を

対象に遺伝子細

胞治療等の情報

発信に関わる事

業（再生医療・遺

伝子細胞治療の

現状・最新情報・

臨床試験につい

て情報発信を行

う。また上記治療

や高齢者医療等

に興味を有する

方を対象に、講演

会事業を実施し、

健康維持増進等

に関する医療相

談・医療施設の紹

介を実施する。）

常時

実施

インター

ネット上

に英語・

日本語・

中国語・

タイ語で

ホームペ

ージを開

設し、イ

ンターネ

ット上で

相談等を

受け付け

る。また

法人事務

所および

適切な外

部会場で

講演会等

を実施。

4名 当該言語を

理解し、遺伝

子細胞治療

等左記の挙

げた医療に

関心を有す

る患者なら

びにその家

族あるいは

一般市民・対

象は特に限

定されない。

600



遺伝子

細胞治

療等の

発展に

関わる

事業

欧米地域の当該

学会との連携に

関わる事業（アメ

リカ遺伝子細胞

治療学会、欧州遺

伝子細胞治療学

会のホームペー

ジと相互にリン

クし、当該地域の

最新の情報を発

信する。また、日

本遺伝子細胞治

療学会と上記当

該欧米学会との

連携に関わるホ

ームページの管

理・維持の一部を

行う）

常時

実施

インター

ネット上

に英語・

日本語・

中国語・

タイ語で

ホームペ

ージを開

設

4名 遺伝子細胞

治療等に関

心を有する

各国の医師、

研究者ある

いは患者団

体・受益者は

不特定多数

100

国際共

同臨床

研究の

進捗に

関わる

事業

アジア・オセアニ

ア各国の法的規

制等に関する研

究会・国際シンポ

ジウムの開催・運

営に関する事業

平成 28

年 7月

30 日前

後の半

日

虎ノ門ヒ

ルズ 4階

あるいは

5階

4名 日本および

アジア・オセ

アニア地域

の規制科学

の専門家・研

究者

50名

800

国際共

同臨床

研究の

進捗に

関わる

事業

製薬会社やバイ

オベンチャー企

業との共同治験

の推進に関する

事業（ホームペー

ジを通じた各製

薬会社等の治験

情報の発信）

常時

実施

インター

ネット上

に英語・

日本語・

中国語・

タイ語で

ホームペ

ージを開

設

4名 当該言語を

理解し、臨床

研究、治験に

関心を有す

る患者なら

びにその家

族あるいは

一般市民

対象は特に

限定されな

い。

100



国際共

同臨床

研究の

進捗に

関わる

事業

医師主導の臨床

研究等の推進に

関わる事業（医師

主導臨床研究・臨

床試験等の実施

にあたりコンサ

ルティング業務、

および現地の法

人・医療機関との

マッチング業務）

常時

実施

法人事務

所

2名

程度

製薬会社や

バイオベン

チャー企

業・年間数社

程度

50



  平成 29 年度事業計画書

平成 29年 4月 1日から平成 30 年 3月 31 日まで

特定非営利活動法人アジア太平洋遺伝子細胞治療コンソーシアム

１ 事業実施の方針

平成 29年度は当該コンソーシアムの国際シンポジウムを中国広東省広州市で開催

する（現地オーガナイザーは中山大学・黄文林教授）。アジア・オセアニア地域よ

り日本人を除く約 4名の講演者を招待し、当該領域の学術発表ならびに研究討論会

を実施する。この時、同学会に参加する日本を含めたアジア・オセアニア地域より

の大学院生を中心に、優れた研究発表を行うものを事前に選抜し、当該選抜者の同

学会参加費の一部を負担する。さらに、上記コンソーシアム開催時に中国の医薬品

規制の法的制度についての講演会を予定している。再生医療をふくめて広く臨床研

究・臨床治験の動向・実施状況について、インターネットを通じた情報発信、また

具体的な臨床開発に関する助言、医療相談について、製薬企業ならびに患者団体を

対象にこれを実施する。

２ 事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業

事業名 事業内容

実施予

定日時

実施予定

場所

従事者

の予定

人数

受益対象者

の範囲及び

予定人数

事業費の

予算額

(千円)

遺伝子

細胞治

療等の

発展に

関わる

事業

アジア・オセアニ

ア地域を中心と

する医学研究者

による研究会・国

際シンポジウム

の開催・運営に関

する事業

平成 29

年7月頃

（日時

は未定）

中国広東

省広州市

（詳細な

場所は未

定）

5名 日本および

外国の医学

研究者・学生

合計 250名

程度

1,400

遺伝子

細胞治

療等の

発展に

関わる

事業

若い医学研究者

等を対象に当該

教育に関わる事

業（上記研究会・

国際シンポジウ

ムに参加する大

学院生等に対し

て参加費用を負

担する。）

平成 29

年7月頃

（日時

は未定）

中国広東

省広州市

（詳細な

場所は未

定）

3名 日本および

外国の医学

系大学院生

等・合計約

15名程度

75



遺伝子

細胞治

療等の

発展に

関わる

事業

遺伝子細胞治療

等の実用化に関

わる共同研究の

推進と広報・宣

伝・コンサルティ

ングに関する事

業（遺伝子細胞治

療等の実用化を

目指す製薬会社

やバイオベンチ

ャー企業に対し

て、その臨床応用

に関するコンサ

ルティング業務

を行う。また当該

会社の広報事業

の支援活動を行

う。）

随時

実施

法人

事務所

2名

程度

製薬会社や

バイオベン

チャー企

業・年間数社

程度

          

50

遺伝子

細胞治

療等の

発展に

関わる

事業

患者等の方々を

対象に遺伝子細

胞治療等の情報

発信に関わる事

業（再生医療・遺

伝子細胞治療の

現状・最新情報・

臨床試験につい

て情報発信を行

う。また上記治療

や高齢者医療等

に興味を有する

方を対象に、講演

会事業を実施し、

健康維持増進等

に関する医療相

談・医療施設の紹

介を実施する。）

常時

実施

インター

ネット上

に英語・

日本語・

中国語・

タイ語で

ホームペ

ージを開

設し、イ

ンターネ

ット上で

相談等を

受け付け

る。また

法人事務

所および

適切な外

部会場で

講演会を

実施。

4名 当該言語を

理解し、遺伝

子細胞治療

等左記の挙

げた医療に

関心を有す

る患者なら

びにその家

族あるいは

一般市民・対

象は特に限

定されない。

600



遺伝子

細胞治

療等の

発展に

関わる

事業

欧米地域の当該

学会との連携に

関わる事業（アメ

リカ遺伝子細胞

治療学会、欧州遺

伝子細胞治療学

会のホームペー

ジと相互にリン

クし、当該地域の

最新の情報を発

信する。また、日

本遺伝子細胞治

療学会と上記当

該欧米学会との

連携に関わるホ

ームページの管

理・維持の一部を

行う）

常時

実施

インター

ネット上

に英語・

日本語・

中国語・

タイ語で

ホームペ

ージを開

設

4名 遺伝子細胞

治療等に関

心を有する

各国の医師、

研究者ある

いは患者団

体・受益者は

不特定多数

300

国際共

同臨床

研究の

進捗に

関わる

事業

アジア・オセアニ

ア各国の法的規

制等に関する研

究会・国際シンポ

ジウムの開催・運

営に関する事業

平成 29

年7月頃

（日時

は未定）

中国広東

省広州市

（詳細な

場所は未

定）

4名 日本および

アジア・オセ

アニア地域

の規制科学

の専門家・研

究者

合計約 70名

程度

800

国際共

同臨床

研究の

進捗に

関わる

事業

製薬会社やバイ

オベンチャー企

業との共同治験

の推進に関する

事業（ホームペー

ジを通じた各製

薬会社等の治験

情報の発信）

常時

実施

インター

ネット上

に英語・

日本語・

中国語・

タイ語で

ホームペ

ージを開

設

4名 当該言語を

理解し、臨床

研究、治験に

関心を有す

る患者なら

びにその家

族あるいは

一般市民

対象は特に

限定されな

い。

100



国際共

同臨床

研究の

進捗に

関わる

事業

医師主導の臨床

研究等の推進に

関わる事業（医師

主導臨床研究・臨

床試験等の実施

にあたりコンサ

ルティング業務、

および現地の法

人・医療機関との

マッチング業務）

常時

実施

法人

事務所

2名

程度

製薬会社や

バイオベン

チャー企

業・年間数社

程度

50



　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

Ⅰ　経常収益
1.受取会費
　正会員受取会費 0
　賛助会員受取会費 3,500,000 3,500,000

2.受取寄附金
　受取寄附金 0
　施設等受入評価益 100,000 100,000

3. 受取助成金等
　 受取補助金 0 0

4.事業収益
 (1)遺伝子細胞治療等の発展に関わる事業 800,000
（2）国際共同臨床研究の進捗に関わる事業 450,000 1,250,000

5. その他収益
　受取利息 1,000 1,000

4,851,000
Ⅱ　経常費用

(1) 人件費
   給料手当 400,000
   退職給付費用 0
   福利厚生費 0
   人件費計 400,000
(2) その他経費
   会議費 2,350,000
   旅費交通費 200,000
   施設等評価費用 100,000
   減価償却費 0
   印刷製本費 100,000
　 広告、HP作成費 525,000
   その他経費計 3,275,000

3,675,000

(1) 人件費
  役員報酬 0
  給料手当 240,000
  退職給付費用 0
  福利厚生費 50,000
  人件費計 290,000

(2) その他の経費
  消耗品費 100,000
  水道光熱費 50,000
  通信運搬費 150,000
  地代家賃 360,000
  旅費交通費 50,000
  減価償却費 50,000
  その他経費計 760,000

　　 管理費計 1,050,000

4,725,000

 当期経常増減額 126,000
Ⅲ　経常外収益

平成 28 年度　活動予算書

成立日から平成29年3月31日まで

                                特定非営利活動法人 アジア太平洋遺伝子細胞治療コンソーシアム

    　　　 （単位：円）

科　　　目 金　　額

経常収益計

1 事業費

     事業費計
2 管理費

  経常費用計



  経常外収益計 0 0 0
Ⅳ　経常外費用
  経常外費用計 0
    税引前当期正味財産増減額 126,000
    法人税、住民税及び事業税 70,000
    設立時正味財産額 0
    次期繰越正味財産額 56,000



　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

Ⅰ　経常収益
1.受取会費
　正会員受取会費 0
　賛助会員受取会費 4,000,000 4,000,000

2.受取寄附金
　受取寄附金 700,000
　施設等受入評価益 100,000 800,000

3. 受取助成金等
　 受取補助金 0 0

4.事業収益
 (1)遺伝子細胞治療等の発展に関わる事業 550,000
（2）国際共同臨床研究の進捗に関わる事業 250,000 800,000

5. その他収益
　受取利息 1,000 1,000

5,601,000
Ⅱ　経常費用

(1) 人件費
   給料手当 400,000
   退職給付費用 0
   福利厚生費 0
   人件費計 400,000
(2) その他経費
   会議費 2,000,000
   旅費交通費 200,000
   施設等評価費用 100,000
   減価償却費 0
   印刷製本費 100,000
　 広告、HP作成費 575,000
   その他経費計 2,975,000

3,375,000

(1) 人件費
  役員報酬 0
  給料手当 300,000
  退職給付費用 0
  福利厚生費 100,000
  人件費計 400,000

(2) その他の経費
  消耗品費 150,000
  水道光熱費 70,000
  通信運搬費 100,000
  地代家賃 360,000
  旅費交通費 500,000
  減価償却費 500,000
  その他経費計 1,680,000

　　 管理費計 2,080,000

5,455,000

 当期経常増減額 146,000
Ⅲ　経常外収益

経常収益計

1 事業費

     事業費計
2 管理費

  経常費用計

平成 29 年度　活動予算書

平成29年4月１日から平成30年3月31日まで

                                特定非営利活動法人 アジア太平洋遺伝子細胞治療コンソーシアム

    　　　 （単位：円）

科　　　目 金　　額



  経常外収益計 0 0 0
Ⅳ　経常外費用
  経常外費用計 0
    税引前当期正味財産増減額 146,000
    法人税、住民税及び事業税 70,000
    前期繰越正味財産額 56,000
    次期繰越正味財産額 132,000




